
































仕 様 書 
 

〈件名〉 
令和 2 年度佐賀公共職業安定所交通誘導警備業務委託 

 
〈趣旨〉 

佐賀公共職業安定所庁舎（以下「庁舎」）周辺道路における混雑緩和を図り、公務従

事者、公務車両、来所者、来所者車両、通行車両、歩行者等の通路の確保、交通事故

の防止及び別途契約している駐車場（以下「契約駐車場」）への誘導等を目的とする。 
 

〈交通誘導・警備内容〉 
（1）庁舎駐車場出入口における交通安全確保及び交通誘導業務 

① 庁舎駐車場は、佐賀県パーキングパーミット対象者車両及び一部関係車両専用の

駐車場であるため、当該車両のみを庁舎駐車場へ誘導し、他車両は契約駐車場へ

誘導すること。 
② 契約駐車場へ誘導の際には、駐車券を庁舎まで持参するよう案内すること。また、

入庫から 2 時間までが無料である旨の周知を行うこと。 
③ 庁舎前面道路へ車が駐車及び停車しないよう誘導を行うこと。 
④ 誘導の際には、来所者に対する言動には十分注意すること。 
⑤ 警備中の私語は慎むこと。 
⑥ 誘導は歩行者、自転車を優先し、事故等が発生しないよう細心の注意を払い行う

こと。 
⑦ 休憩等により、ポストに警備員・交通誘導員（以下「警備員等」）がいない状態

を生じさせないこと。 
⑧ 不測の事態が発生した場合は、直ちに適切な措置を取り、佐賀公共職業安定所庶

務課長（以下「担当者」）及び受託責任者に報告し、その指示を受けるとともに、

事態が緊急を要すると認められるときは、警察その他関係官庁に通報すること。 
 

（2）任務 
① 警備員等は、その職責を自覚し、職務の遂行にあたっては全力をあげ、信用保持

に専念しなければならない。 
② 警備員等は、委託者の信用を傷つけ又は不名誉となるような行為をしてはならな

い。 
③ 警備員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退い

た後も同様とする。 
④ 警備員等は、礼儀を重んじ、相互に信頼をもって接しなければならない。 
⑤ 警備員等は、任務の実施にあたっては特殊な場合を除く他、個人的判断に頼るこ

となく受託責任者の指示に従うものとする。 



〈業務提供期間〉 
令和 2 年 4 月 1 日（水）から令和 3 年 3 月 31 日（水）までの内、日曜・祝日、年末

年始の休日（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く 293 日間（平日 243 日、土曜日 50 日、別

紙 1 参照）。ただし、上記以外で庁舎が閉庁する日は除く。 
〈業務提供日及び時間〉 

月水金：8 時 30 分から 18 時 00 分まで 
火木 ：8 時 30 分から 17 時 15 分まで 
土  ：10 時 00 分から 17 時 00 分まで 

 
〈警備要員等の配置〉 

業務を実施するために必要な警備員等を原則常時固定で配置すること。休憩等により、

警備員等が不在とならないようにすること。不測の事態に備えて、受託責任者と常に

連絡をとれる状態を確保すること。 
 
〈警備ポスト〉 

庁舎駐車場出入口に 1 ポスト。 
但し、293 日のうち来所者の増加が見込まれる 146 日間（別紙 1 参照）については

2 ポスト。（別紙 2 参照） 
 

〈服装及び装備〉 
服装及び装備等に必要なもの全てを受託者の負担とすること。 
なお、服装は会社が判明できるような服又は腕章等を着用すること。 

 
〈緊急警備〉 

事前に予想される事態及び緊急を要する事態が発生した場合は、双方協議して対処す

るものとすること。 
 

〈報告連絡〉 
受託者は、警備員等の中から警備責任者を選任し、警備責任者は毎日、警備業務開始

前に担当者に対し警備責任者氏名及び警備人数を連絡すること。警備業務終了後には、

警備責任者は警備報告書（受託者の様式：警備員氏名、警備時間等を記載すること）

を作成し、担当者あて提出すること。事故が発生した場合は、事故報告書（任意様式）

を提出すること。 
 

〈損害賠償〉 
交通誘導・警備実施中に受託者の責に帰すべき事由により発生した第三者及び委託者

への損害については、受託者がその損害を賠償すること。 
 



〈再委託について〉 
本仕様に定める業務の一部又は全部について、第三者に委託をすることはできない。 

受託者が直接雇用する警備員を配置すること。 
 

〈法令遵守〉 
受託者は、労働関係法規、その他必要な関係法令を遵守の上、警備業務を実施するこ

と。 
 

〈その他の留意事項〉 
※ 警備業法に基づき、規定の教育を経た者で、実務経験 1 年以上の者を配置すること。 
※ 現場の警備員等と受託者の事務所は綿密な連絡体制を保ち、緊急事態発生の際は、

受託者責任者は誘導員等に適切な指示を与え的確に事態の処理に当たらせるものと

する。 
※ 警備に対する苦情等については、受託者の対応とする。 
※ 契約書及び仕様書による業務提供において、来客者及び地域住民からの苦情が多数

（月 3 件以上）庁舎へ寄せられた場合には、受託者に対し改善指導を行う。改善が図

られない場合は、契約を解除することがある。 
※ 警備員等の駐車場の確保等すべて受託者の責任（負担）で対応すること。（庁舎駐車

場は使用できない。） 
※ 障害発生時の窓口は一本化し、誠意を持って迅速に対応すること。 
※ その他契約書及び発注者の指示に従うこと。 
※ 落札者の決定通知があり次第、落札者は担当者と警備の詳細について打ち合わせを

行い、仕様書に記載されていない軽微な要望等に対しては柔軟に対応するとともに、

警備方法等にお互い誤解が生じないよう意思疎通を図ること。 
なお、打ち合わせについては、担当者に事前連絡をとり、日程調整を行った上で実施

すること。 



別紙１
令和2年度（令和2年4月1日～令和3年3月31日）
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警備ポスト予定表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

26

293

※4月・5月・3月は全日繁忙日として2ポスト配備 平日

※その他の月は、月、金曜日に2ポスト配備、それ以外の日は1ポスト配備 ● 　月水金　8：30～18：00　9.5時間
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● ◇ ●
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成人
の日

△

●●

▲ △ ● ◇▲ △ ● ◇ ●

1月

元日 ● △ ▲

● △ ▲ △ ● ◇△ ▲ △ ● ◇▲ △ ● ◇
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日
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● ● 〇 ● ◎● ● 〇 ● ◎● ● 〇 ● ◎
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● 〇 ● ◎




